
終章

教育委員会制度の再生のために

ー地方分権時代における

市町村教育委員会の課題一

1 教育委員会制度の基本原理から見た改善課題

地方分権改革という政策動向の中で， 地方教育行政制度の再編が政策課題
の一つとなっている． 主要な再編論として，教育委員会制度廃止論（教育行政
の首長部局への一元化）， 教育委員会の権限縮小論
の首長部局への移管）， 教育委員会制度の改善論（制度本来の組織能力の再
生・強化）が提起されているが， 文部科学省の推進する公共政策の動向にお
いても， 関係当事者の意識を見ても， 廃止論よりも存続論が大勢を占め， 改
善諭ーすなわち， 教育委員会制度の根幹を堅持しつつ， それを本来の使命達
成に必要な制度＝機構として充実・強化すること一へ傾いていることは明ら
かである．

われわれは， このような動向を前提として， これからの教育委員会制度を
より有効な地方教育行政制度として改善するためには， 教育委員会制度が市
町村レベルにおいてどのように動いているのか， その連用実態を明らかにす
ることが重要であると考え， 限られた視点からではあるが， 調査研究を行っ

てきた． その視点とは， 教育委員会の取り組んでいる教育改革（学校支援策）
の推進状況， 教育委員会会議の実態， 首長（部局）との関係の態様という制度
運用の三つの側面に焦点を当て， 再編論議の中で提起されている事態が実際
にはどうなっているのか， 制度運用の中でどこまで現実となっているのかを
実証的に解明することであった．

終章では， これら三つの側面について考察してきた1章から8章にわたる
調査知見とその意床合いを前提としつつ， 教育委員会制度を再生＝強化する
ためにいかなる取り組みが求められているかについて検討することにした
い． 今日の動向が制度の根幹を維持した上での改善論であることからすれ
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ば， われわれに求められているのは， 自沿1本における公教育0)組織化という
教育1了政に課せられた責任を遂行するための仕組みとしての教育委員会制度

の本質， その悲本原理を再確認した」ー で， それを踏まえた詞度の再生＝り菫化
のための政第づくりに取り組むことであると考えるからである． つまり， 政
策動向を前捉にするとき， どうすれば， 教育委員会（広義）を， 地域の教育I1月

を解決し公教育の連営をリ ー ドする効果的な機構として改革することがで
きるかを検討することが， 至上命姐といえる． 以下， 教育委員会制度の基本
原理を再雁認した上で， 得られた調査知見に言及しつつ， それを鰭まえた制
度の弧化のために， どんな取り組みが重嬰なのかについて， 検討することに
する l )•

(1)現行教育委員会制度の）よ本）凩理
ここでいう制度の基本原理とは， わが国における教育委員会制度の根幹を

支える根本的な観念のことであり， 本書では， それは， つぎの四つの観念か
ら構成されていると把握することにする．

①地方自治体に附かれた執行機関の一つであり， ら粗対的に独立
した合議制の行政委員会としての地位を与えられている（首長部局から相対
的に独立した執行機関＝合議制行政委員会としての教育委員会の原理）．

②合議制の行政委員会としての教育委員会を構成するのは， 地域住民の
中から選出される， 複数のレイマンであり， 教育行政に関する意思決定の最
終的権限と責任は， 合議体としての教育委員会， 具体的には， レイマンであ
る教育委員の合議（教育委員会会議における審議と決定）に帰属する（教育行
政におけるレイマンコントロールの原理）．

③合議制の行政委員会たる教育委員会の下に， 教育行政の専門家として
の教育長と教育長の統拮する教育委員会事務局が置かれ， 教育委員会の指揮
監督の下に， 教育委員会によって決定された意思を執行するとともに， その
意思決定を補佐する（教育行政におけるプロフェッショナルリ ー ダ ー シップ
の原理）．

①教育委員会は自治体における公教育を組織化する権限と責任を委ねら
れた機関であり， 学校をはじめとする地域の教育諸機関の設罹と管理（連営）
に対する最終1!1勺な権限と責任を有する（教育行政における管理機関としての
教育委員会の原理） ．

これらの制度原理を前提とした場合に， 教育委員会制度を再生＝強化する
ためにいかなる収り組みが市町村教育委員会に求められるのか． この問いに
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を 自治体の課題とし し自治体行政のトップとしての立場からの
政策1

’I勺リ ー ダ ー シップを発1軍しつつ， それぞれに地域の教育間題の解決に閃
わっていかなければならないことが出Il度として予定されていることを意味し
ている． ここには教育行政に1問わる政治的分業というコンセプトがある． 地
域の教育I:i畢凰を解決するための政策決定という場面に叩していうならば， 政
策の内容に閃しては， 教育委員会が教育行政の専門機閃としての専門性
づいて責任を持ち， 政策の財源については， 白治体のトップとして財源配分
の権限を有する首長が貴任を持つという， 相互関係がそこには予定されてい
る． とするならば， 両者にはともに，自治体の教育に関わる執行機閲として，
効果的な教育行政をj化進するために， 連携し， 協働することが前提とされて
いるといっても間違いではない． というより，連携・協働がなければ，権限・
責任が二元化された教育行政機構は， 円滑に動かないというべきであろう．

つまり， 首長にとって， 専門機関として教育委員会が設置さ肛ているから

といって， 教育（行政）に対する無関心は許されないのである． 自治体のトッ
プとしての責任上， 地域の教育間題に無閃心で， 教育行政に対してリ ー ダ ー

シップを発抑しないことは許されない． そのような首長がいるとすれば， 無

そしりを免れないであろう． もちろん， このことは首長にとって教育

が 「最優先」課題でなければならないということではない． その権限と責任
からいって， 首長が教育に関心を持つことは， 制度上の職務の重要な一部分
であるということである．

(2)二元化の形骸化の背骰

こうした制度原理に立脚しているにもかかわらず， 戦後の 自治体教育行政
の展開においては，「教育行政の独立」という制度理念のり蚕調と， 集権・官治
システム＝「文部科学省一都道府県教育委員会一市町村教育委員会という縦
割りの系列の下での教育行政」 の浸透する現実の中で， 多くの 自治体におい
て両機関の連携・協働ないし均衡のと礼た政治的分業が見失われてしまった
ことも る． 市町村レベルにあっては， 両機開における連携・協働の
欠如が支配IIl;、]な現実と化したといってもよい．

どういうことかといえば， 教育を「政治」から切り淵すべきという主張（あ
るいは，教育の政治的中立性を確保すべきという主張）や，一般行政への教育
行政の従屈を許すなという に韮づいて， 教育行政の円滑な連用のために
は， 教育行政は一般行政から独立しなければならないことが強調され， その

首長との連携・協働の閲係どころか， 教育委員会と首長の関係は希薄

育問俎 て把握

に姑

買任の

乎実であ

主張

結米，
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化する方向をたどることになった． それは実務レベルだけでなく， むしろ，

教育行政研究者の間で， 特に運動論的な立場から，「教育行政の自主・独立J

の理念が一方的に強調され， 教育行政の二元化という法制上の現実にあえて
目をつぶってきたことも否定できない． そうした中， 教育委員会は，

官治的な行政風土の中で， 教育行政を担当する国レベルの専門機閃としての

文部科学省との閃係がもつばら強化されてきた．

その結果， 教育委員会は自治体独自の教育の政策＝間度づくりに取り糾む
よりも， 補助金行政という大枠の中で政策づくりをしなければならないとい

う制度的拘束があったとはいえ， もつばら「国の政策の実施機関」として機

能することを選択してきたといってよい（いうまでもなく， 教育行政のいく

つかの領域において， こうした関係の強化が必要な部分はあるし， 白治体の

構進的ともいえる財政的な中央依存体質ゆえに， そうすることを余儀なくさ

れたという力が精確であろう）． それは， 首長が自治体の教育政策に対して
リ ー ダー シップを発抑しにくい状況を生み出してきた． その状況とは， 白治

体教育行政の「縦割り行政化」による教育委員会の白治体政治・行政からの
「孤立化」であり， そして， そうした現実が， 教育行政に対する首長の無関心

をもたらし， ひいては教育への政治的サポ ー トの欠如， 自治1本ぐるみの教育

問題への取り組みを妨げることとなったといってよい．

他方で， 首長が自治体教育行政に対して積極的な関与を示してこなかった

0)は， なぜか． それは， 公教育への無関心という首長個人の政策的選好も1開
連しているかもしれないが， 根本的には， 教育行政の集権・官治的システム

と地方財政における国への依存（財政上の3割自治， 慢性的財源不足）ゆえ

に， 首長の側に自治体教育政策に関する政策的裁鼠0)余地がなく， 政策創造
への誘因が欠けていたからであり， そして， また， それゆえに教育問題が自

治体の政策課題となりにくいこと， 教育政策の選択が「票」に結びつかない

という現実があり， それが教育政策の開発への首長の無関心を醸成すること
になったからである．

こうして， 行政委員会としての教育委員会と首長との間には， 教育委員会
の「教育行政の独立」への志向が教育委員会への首長部局の政治的支持を得

がたくし， その政治的孤立化を深め， 他方で， そのことが教育間題の政治争

点化を妨げ， 首長を教育行政から遠ざけ， 疎遠な存在にする帰結を生む「独

立志向＝孤立化のスパイラル現象」が発生することになり， そのことに1悩む

自治体が見られたことも事実である． それが多くの自治体の教育行政から活

力を奪ってきたとするならば， そうした「独立志向＝孤立化のスパイラル現

集杓I.
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象」を脱却す る こ と は 自 治体 に と っ て重 要 な 課題 と いわ な け れば ならない．

こ の状況から脱去I] す る に は， 教育委 員会 と 首長の間に は， 両者がパー ト
ナ ー シ ッ プを構築 す る こ と が制度 と して予 定 さ れてい る こ と ， 連携 ・ 協働が

な ければ， 教育行政に対す る 地域の期待， 間題解決への地域住民の期待に応
え る こ と は できな い こ と ， を改めて確認 す る こ と から始め なけれ ばならない

（実際， 先進的 に 独 自 の政策づ く り に取 り 組む 自 治体で は ， いわ ゆ る 「教育首

長」の下で教育行政権 限 と 責任の二元化の原理を巧み に 活用 して い る ） ． そ し
て， 地域の教育を ど う す る のかに閃して ビ ジ ョ ンを共有し教育問題の解決に

対して対等 な協 力関係を築 く こ と であ る ． そ のための責 任 は ， い う までも な

く ， 教育委員会， 首長の双方にあ る ．

つ ま り ， 梨権 ・ 官治 シ ステムの中 でもっ ぱら 「縦の関係」を重視し地域 に

根ざ し た教育行政の 志向が弱 く ， 教育行政の独立 と い う 理念に 囚 わ れて， 自
治体の中で 「横の関係」を重視して こ な か っ た（あ る い は ， 重視 す る こ と がで

き な か っ た）教育委員会の側 に 責任があ る の は事実であ る ． し かし， そ の一方
で首長 は， 自治体教育行政に対 して， 制度の求め る 責任を どの よ う に果たし

てきたのか， 地域の教育を 自 治体の政策課題 と して捉え， そ の解決に持続的
な 関心を寄せてきた のか， と 間えば， 首長の側にも責任がな い と はいえ ない．

つ ま り ， 多 く の首長が 自 らの職責の中に教育行政機関 と しての側面があ る こ
と を忘却 し ， 教育委員会の 自 治体政治からの孤立化＝教育行政への政治的サ

ポ ー ト の欠如 と い う 状況を打開す る ために何らかの方策を採 っ てきた首長 は
少 な かっ た と い う こ と もまた， 事実であ っ た と いわ ざ る をえ な い ． こ の傾向
は， 分権改革以降改善のきざしが見られ る と はいえ， 不十分 と い わ な ければ

ならな い ．

(3 ) 教 育 委 員 会 と 首 長 と の連携 ・ 協 働
こ のよ う に見てく る と ， 制度が予定して い る 連携 ・ 協働を回復す る に は，

一方で， 首長自身が教育行政機関であ る こ と を自覚し， 地域の教育問題解決
を 自 ら の職務の一部 と して明確に位置付け る 必 要があろ う ． す な わ ち ， 教育

委員の任命権者 と しての責任を果たした後 は ， 教育委員会を座視 す る ので は

な く ， いまや， 首長が自ら率先して教育問題の解決へ乗 り 出 すス タ ンスを取
る 必 嬰があ る ． 首長の教育行政権限からす れば， 教育予算の配分によ る コ ン

ト ロ ー ル以外に も ， 自 ら任命 し た教育委員の行動に対 す る モ ニ タ ー ， 教育委

員会で立案された政策に対 す る 財源配分を通 じ てのサ 改 ー ト と チ ェ ッ ク な

ど， さまざま な 関与が開か九て い る し ， 教育長が教育委員会の事実上の リ ー
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ダ ー であるとす れ ば， 優 れた教育長を任命 する こ とで， 首長は 自 治体の教育

政策を コ ン ト ロ ー ルする こ とも可能である． 換言 す れ ば， 現行法制 の定める
仕組み の 下において， わが国の首長は， 自 ら を 自 治体の 公教育を改筈 するた

め の 能力 構築 (system-vvide capacity) を推 進 す る立場に置 く こ と が可 能な

のである． わ が国の 自 治体教育行政の 現行体制は， こ の 点では， 90 年代 に

入ってア メ リ カ の 都市部学区を中心に生まれてきた， 首長の 教育行政関与を
構造化した統合 型 ガ バ ナ ン ス ( integrated governance) と類似して お り ， む

し ろ， 統合型 ガ バ ナ ン スを先取 り したの が， わ が国の 教育委員会制度である

といってもよ いくら いである．
周 知 の よ う に， ア メ リ カ に お ける教育行政単 位 である学 区 (school dis

tr ict) は 小卜1 の機関と し て， 地方 自 治体 と し て の 市か ら は独立 し た 「特別 区」 で

あ り ， 財政 自 主権を有 する独立型 の 学 区 の場合， 首長は晶本I『J に 学 区 の 教育

行政 に 関与できない システ ム が採 ら れてきた． 統合型 ガバ ナ ン スとい う 新た

な システ ム は こ れを改変し， 一般的にい え ば （学 区と市 自 治体と の 地理的範
域が一致している こ と が条件になる）一 般行政の トップとしての 首長が教育

委員も教育長も任命するなど教育行政に対する関与を制度と し て そ の職責の
一部とする仕組みである． こ の システム は首長が教育行政 に お いて強 い リ ー

ダ ー シ ッ プを発揮する こ と を可能とする仕組みであ り ， 都市部学区 の 教育改

革 や 学校改善を推進するた め の 仕組みとして発案 ・ 実施 さ れているものであ

り ， 深刻な教育問題を抱 え た都市部学 区 一英語を母語としない子どもや 貧 困
家庭の 子どもが集 中 し ， 多くの 教育困 難校を抱 え ている一 の教育改善 の 梃子

となって いる制度再編である乃

わ が国にお ける， 近年の分権改革の 進展や学力低下， い じ め ， 不登校など
の教育問題の社会的・政治的争点化は， 教育委員会と首長との関係の見直し
に対 して首長に大きな刺激を与 え て い る よ う に 思わ れる． 分権改革以降顕著

になってきた先進的 に 独 自 の政策づ く り に 取 り 組む 自 治体では， こ の 教育行

政の機構 ・ 権限上 の 二元化とい う 法制 上 の 仕組みを受け入 れつつ， その 円 滑

な連営 の た めには教育委員会と首長との 連携・協働が不可欠であると い う 現
行制度の 連 用 上 の 原理を活用する取 り 組みが見 ら れる． また， 7 章 の 事例研

究で見たよ う に， 分権改革の動向 の中では， 廃止論者が主 張 する よ う に ， 教
育委員会 と 首長 （部局） が互 い に 孤立 し て いるわ けでは必 ず し もな い． 機構・

権限上の二元化を一種の 政治的分業 と 受け止 め て ， 自 治体の教育行政を運用
し てきた 自 治体がなかったわ けではないが， 近年になって， そ う した運用 の

努力を始 めている 自 治体も 目立 ち つつあるのも事実である．
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教育間題の解決 に 禎極的に莱 り 出 し ， 独 自 の政策づ く り に 取り組んだ自治
体と し て， 例えば， 三春I町， 総和町， 犬 山市， 志木市， 野田市な どが知られ
ているが， そ こ に は 「教育首長」 と も 称すべき首長がおり， 教育委員会と一

体とな っ て教育改革を推進 し ている う`）．
わ れわ れの調査知見でも， 首長と教育委員会の連携 ・ 協働は教育改革の進

展にと っ て重嬰 であることが明らかにな っ ている ( 1 章参照）． また， 首長の
教育閃心は， 教育改革を推進する要囚の一 つ である (2, 3 輩参照） ． こ う し た
動き は， 教育行政の地方分権化が迎めば， より一 層顕在化するであろ う ． 市
町村長の而接調査では， こ う した可弁尉生が示唆されている (7 章参照）．

他）］， 教育委員会側の責任としては， 首長に働きかける教育長のリ ー ダー

シ ッ プが重要な意味を持つ． 首長と頻繁 に 接触・交流し， 教育情報を提供し，
その教育閃心を高め， 問題解決への協働意欲を喚起することが求められる．
教育長には， 首長部局の課長以上の役職者が定期IIl勺に集まり， 報告， 意見交
換を行 う「幹部会」とい っ た， 首長と接触するフ ォ ーマルな機会 も ある（首長
部局の幹音I

＾

ほ会への定期的なIl _―li席については， 教育長の 95 . 9％が 「ある」 と回
答している）． こ う した定期的交流により， 両者の間 に ， 地域の教育に対する
ビ ジ ョ ンの共有と信頼関係の構築がなされなければならない． それを促迎す
ることは教育長の貴任の重要な一部 であるというべきである． とい う よ り
も， 教育長の方が， 教育行政の専門的知識と経験を有するパ ー ト ナ ー と して
イ ニシアテ ィ ブを発揮するべきである．

実際， 首長の多 く は， 期待と要望を込めて ， 教育長に教育行政の専門機関
の事務局の ト ップ と し て ， 「相談 型 のリ ー ダー 」 ではな く 「提 案 型 の リ ー

ダ ー 」 を求めている (8 章参照） ． また， 首長の教育政策に対するス タ ンスとい
う 点でいえば， 教育長を信頼し， 地域の教育行政を一任する教育長信託型と
もいうべ き ス タ ン スが支配的 で あ る （ 資料編 ： 自治体教育行政にお ける政策
ア ク タ ー の役割参煕）． さらにまた， 多 く の首長は， 教育行政は自治体行政の
重要な一 環 であるとはいえ， 基本的には 「地域 内 分権」 という原理を尊重
して連 用されるべきであり， 教育委員会の自主・自律的な政策づ く りを当然
視しており， 総合行政化の一環としての教育行政とい う 考えを必ずしも採 っ

ていない． 教育行政を首長の指揮監督の下に置 く ， いわゆる 「一元化」 論に
対しては， 多 く の首長がため ら いを持 っ ている． その理由について ， 7 章で見
たよ う に， 福祉行政や 「まちづ く り」 行政な ど喫緊の課題が山積 し ているい
ま， 自治休ト ッ プと し ての仕事を こ れ以上背 負 い込むことは困 難であるこ
と， 教育行政機関と して教育委員会が蓄積 し てきた教育（行政）専門的ノ ウ ハ
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ウ を無視す る ことはできな い こ と ， そ し て， 教育間類の 高度化・複 雑 化 に

伴って， 教育問題の 解決 に はますます専 門的知識や技術が必要不可欠であ る

ことなどを考慮す る と ， 教育委員会が一 定 の 自 律＇性を持って1問題解決を区］っ
て い く ことが合理性が大き い ことを， 多 く の 首長が認識して い る からであ

る ．

こ の よ う に 考 えて く る と， 自 治体にとって， 強力な リ ー ダ ー シ ッ プを発揮

でき る 人材を教育長 に リ ク ルー ト す る こ と が， 首長と教育委員会 と の連携 ・
協働を築 く 上で， きわ め て重 要であ る こ と は い く ら強調して も し す ぎ る こと

はな い ． この 点で， 任命権者としての 首長の 責任は大き い と い わなければな

らず， 教育長の リ ク ）レ ー ト は首長の 教育行政責任の 重要な一部であ る ． 教育
行政職であ る か一般行政職であ る かは11月 わ ず， 教育長職 に 教育問題の解決へ

の 強 い コ ミ ッ ト メ ン ト を有する人材を慎重 に 選 出す る こ と は ， 首長 に とっ

て， パ ー ト ナ ー シ ップ構築 の第一歩であ る ． 実際， 首長の 「ド に は そのことを

深 く 自 覚し， い わ ゆ る 「一本釣り」と い う 人事手法を使 い， 自分の足で人材

を見 つけ る 努力をして 自分の ビ ジ ョ ン に 適合的な人材を招聘して い る 例 も あ

る (7 章参照） ． この よ う に， 教育委員会 と 首長 （部局） との 連携・協働が 自 治体

教育行政の活性化 に は重要であり， パー ト ナ ー シ ッ プの構築 の成否が教育委

員会制度の再生 の 鍵を握 る ．

3 教育委 員 会会議の政策 フ ォ ー ラ ム 化ー 教育行政 に お け る レ イ
マ ン コ ン ト ロ ー ル の 原理 を め ぐ る 課題 一

( 1 ) レ イ マ ン コ ン ト ロ ー ルの機構 と し て の教育委 員 会制 度

教育委員会制度は， 組織運営 の 次元で見れば， レ イ マ ン コ ン ト ロ ー ルを基
本原理 と して い る 術Ij度であ る ． レ イ マ ン コ ン ト ロ ー ルとは何か4 ).

レ イ マ ンと は ， 専門家で は な い 素人とい う 意味であ る が， レ イ マ ン コ ン ト
ロ ー ルを単 に 「素人支配 （統制） 」 と い う ならば， それは必ずしも適切では な

い ． レ イ マ ン コ ン ト ロ ー ルは教育行政を専門家ではな く 教育の素人 に ゆだね

る と い う こ と では決 し てな い からであ る ． も し そ う であれば， 教育委員 に

「高 い 教育識見」を求 め る 必要はない であ ろ う ． 教育委員の要件 と して 「教育

識見」が求 められて い る （地方教育行政法 4 条） のは， なぜなのか． それは，

教育委員 の 役割が， 教育とい う 専門職業 に 就 いて い な い ， 民間人の， 地域 に

生き る ， 地域 の 生活者 と し て の 眼で， 地域 の 教育ニ ー ズを確かめ つ つ ， 教育

行政をモ ニ タ ー し て， 地域 の教育利益を実現す る こ と を期待されて い る から
であ る ．
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つまり， 教育行政に おけるレ イ マ ン コ ン ト ロ ー ル と は，「教育行政の官僚統

flill」 に と っ て 代わるべき仕糾み， 教育行政の主体 に お ける「官」から「民」

への移行を意味 するものであり， 教育を職業 と し ない， 地域住民を代表 する

人々 の合議 （審議 と 決定）を通 し て 教育行政を行 う と い う 考えであり， 「素人

統伽」」 と い う よ りも 「1主民統制」 と い う べき什組みであり， 文字通り， 教育

行政に お ける 「草の根民主主義」の表 れ に ほかならない． 教育委員が非常勤

であるのは， 地域で 日 々 生活 する「民間人」 と し て ， 住民を代表 し て 住民な

らではの 目 線で， 換言 す れば， 教職 と い う 専門家の世界の中 に いる人々 に は

見え に く いものを捉える視点で， 地域の教育意 思を確詔 し 実現 す る責 務を

っ ているからであり， 教育委員 に 求 め られる高い教育識見 と は， 単 な る教
養 ではなく， 地域の教育への情熱や関心 に 韮づく地域の教育ニ ー ズの発 掘 や

政策1]リ ア イ デ ア の 提供を含むものである．
教育委員会制度が組織連営の次元 に お い て レイ マ ン コ ン ト ロ ー ルを基本原

理 と する と い う のは， そ う し た「住民代表」 と し て の複数の教育委員から構

成 さ れる教育委員会の「合議」＝ 教育委員会会議 に よ っ て， 自治体教育行政の
意思決定が行わ れる仕組みを と っ て いるからである”.

( 2 ) レ イ マ ン コ ン ト ロ ー ル の 鍵 と し て の 合議制 を 活 か す も の

教育委員会が「合議制行政委員会」である と い う 意味はこの点 に あり， 教

育行政 に 関す るあらゆる意思決定が教育委員会会 議 （以下， 教委会議 と 略記）
での議決 や承認を経なければならない と い う のは， そのた めである． 換言 す

九ば， 教育委員が一堂 に 会する教委会議を通 じ て教育行政」この意思決定が行
わ れるこ と が， す な わ ち ， レ イ マ ン コ ン ト ロ ー ル と い う こ と に なる． し た

が っ て ， レ イ マ ン コ ン ト ロ ー ルが機能するた め に は， 教育委員が一堂 に会 す

る教委会議が， 地域の教育間題を提起 し ， その解決 に 関 する政策什勺 ア イ デ ア
を議論 し 合 う フ ォ ーラム でなければならない． 教委会議が単 に 事務局か
出 さ れた政策案を形式的 に 承詔するだけの存在であれば， そこ に はレ イ マ ン
コ ン ト ロ ー ルは不在 と い う こ と になる． 教育委員会制度の改廃論議 に おい

て ， 教委会議の「形骸化」が間わ れ， 教委会議の政策 フ ォ ーラム化あるいは
会議の活発化の必要性が提起 さ れるのは， そのた め である．

教委会議が政策 フ ォ ーラム と し て 機能するた め に は， 会議 に 参加す る教育

委員の資質能力の吟味 や その向上のた め の研修機会の確保が重要な意味を持

つ こ と はい う ま でもない． その点で， 教育委員 と し て の高い資質能力を有 す

る人物を選出するこ と は任命権者 と し て の首長の重要な責任 と い う こ と に な

負

ら提
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る． 委員定数の弾力 化 や 女性や保設者な ど を 加 え る こ と に よ る委員樅i成の多

様化に関 わ る法改正 が行われ， こ れは教委会議の政策 フ ォ ー ラ ム 化にとって
意義のある制度改正 と は い え るが， 間題は そ う し た制度改正を ど う 活用 する

かである． つま り ， その基準の見直 し なども含めて， 教育委員の選任にどの
よ う に取 り 組 むか， 結局 は ， こ れが重 要 と なって く る． 実際， わ れわ れ の 調

査知見に よ れば， 教育委員の人選が慎重 に 行われて い る教育委員会 ほど， そ

の会議は活発に 行わ れる傾向がある (5 章参照） ．

た だ ， 教育ニ ー ズの発掘， 課題の提起， 政策 ア イ デ ア の提案な どの教育委
員の役割を的確 に 遂行できる人材が地域に どれだけいるのか， こ れが重 要で

ある． 人選にどれだけの時間とエ ネ ルギ ー を つ ぎ 込 んでも， 地域に人材がい

なければ徒労に終 わる． 地域の教育問題に関心を持ち ， 地域的な視野から問

題解決を発想する よ う な人材が調達できな け ればな ら な い． 7 章 で紹介 し た

よ うに， 地域の人材の中か ら 未来の教育委員を「育成 す る シ ス テ ム」をつ く
る 自 治体も現れて いる． 首長の専決的な権限であるとは い え ， 教育委員にふ
さわ し い人材をどれだけ充足で き るかが， こ れからの 自 治体には問われる こ

と に なろう．

教育委員にふさわ し い人材のプ ー ）レを充実させるには， その社会的 ・ 文化
的基盤と し て， 地域 と し て 取 り 組 む べき問題が発生 し た時には い つで も 問題

解決に積極的に関与 し よ うとする意識が住民の中に定着 し て い な ければな ら
な いであろう． そう し た 基盤がなければ， 教育委員にふさわ し い人材の発掘
は難 し い ． 地域が一定程度「市民社会と し て成熟」 し て いる必要がある． 地

域の問題 に地域 ぐるみで主体的に間題解決 に 当 た ろ う と す る能 力 が地域社会
にどれだけ備 わっているか， と い う 観点か ら ， 地域に備 わっている公共的間

題解決力を表 す 概念 と し て， civ ic capacity と いう概念が注 目されてい る門

地域住民の教育関心が高 く ， 住民 団体の活動が活発で， 住民 団体の リ ー ダー

が政策 ア ク タ ーと し て活動 し ている 自 治体では， 教育改革が比較的進展 し て

いるとい う わ れわれの訓査結果 (2 章参照） は， こ の概念の重要性を示唆 す る．
と い う こ とは， レ イ マ ン コ ン ト ロ ー ）レの原理が機能するためには， その土 台

と し て， こ う し た地域社会の「社会 ・ 文化的特質」が重要な意味 を持つと い
う こ とである．

さ ら に， こ れらの条件と同 時に， 教委会議が政策 フ ォ ー ラ ム と し て機能す

る 重要な条件は， 教育委員の職務状況である． つま り ， 教育委員の行動は，
その資質能力 に 規定されると同 時に， 教育委員が置かれてい る政策 ア ク タ ー

と し ての職務状況が関係する． その よ うな職務状況と し て， 教育委員の政策
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的 ア イ デ アがどれだけ政策 に 反映され る かが重 要であ る ． 政策 へ の 反映度が
高いほど， 教委会議 は 活発であ る ． もう一 つの側面は， 教育委員会に許容さ
れ る 政策裁凰であ る ． 教育政策に関 し てどれだけ裁量 があ る かという裁鼠の
幅 は政策開発 の 刺激剤であ る と考えられ る から， 政策裁足の問題は政策創造
の誘因や機会が ど れだけ確保 さ れ る か に 関連して く る といえ る ． 政策の 自 由
選択がなければ， 活発な政策的議論が誘発 さ れ る こと はない． ま た ， 政策に
関わ る 情報が加1！ぐ）に も 賀的にも十分でなければ， 政策論議は進展 す る こと は
ないであろう． そ の意床で， 教委会議に対す る 事務局のサ ポ ートは重要であ
り ， そ れ は教委会議 の 政策フ ォ ー ラ ム化の 条件の一つであ る (5 章参照）．

4 教育長 の リ ー ダ ー シ ッ プの 確 立 と 事務局 の 組織能 力 の 充実 。

強化 ー 教育行政 に お け る プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル リ ー ダ ー シ ッ プ

の 原理 を め ぐ る 課題 一

( 1 ) 教 育 委 員 会制 度 の構成原理 と し て の プロ フ ェ ッ シ ョ ナル リ ー ダー

シ ッ プ

他方で， プロフ ェ ッ シ ョ ナルリ ー ダ ーシ ッ プも ま た ， 教育委員会制度の重
要な構成原理であ る ． プ ロ フェッシ ョ ナル リ ー ダーシッ プとは， 制度運営に
おけ る 専門家の指導性 と いうことであり， 教育（行政） に関 す る 専門的知識 ・
技術 を重視し そ れ に立脚 す る 制度運営 を 意味し て い る ．

具体的にいえば， 教育委員会（狭義）という合議制の組織の下に， 専門的執
行貴任者として の教育長と そ の補佐機構であ る 事務局を配し， 住民代表とし
て の レ イ マ ンの集合体であ る 教育委員会の教育行政上の意思決定 と 実行 を プ
ロフェッシ ョ ナル（集団）が助け る 体制 を 仕組んでい る こと を 指 す． 今は廃止
された が， 教育委員会制度が発足した 当初， 教育長や事務局の中の専門的職
員であ る 指導 主事 に 対して 「免許状」 の取得が基本要件 と され て い た の は，
そ の 表れであ る ． 現在， 教育長のリ ク ルー ト に際して ， 教育行政職であれ一

般行政職であれ， あ る い は 民間人であれ， 何らかの専門的な経歴が事実上求
められ て い る ことも， ま た ， 指導主事が身分上 は 行政職でありながら， 法制
上専門的教育職員として 位置付けられて い る （地方教育行政法19 条）ことも，
教育行政に「専門知」 が必要とされ て い る こ と の証明であり， プロ フ ェ ッ
シ ョ ナルリ ー ダ ーシッ プが制度脈理 の 一 つであ る こと の表れであ る 乃

こうし て ， 教育委 員 会制度下 に お け る 教育 行政 の 運営にと っ て ， プ ロ

フ ェ ッ シ ョ ナ）レ リ ー ダ ーとして の教育長とそ れを 補佐す る 事務局機構の整備
は制度的に欠 く ことので き ない基本要件•と考えられ る のであ る ． 制度原理と
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し て の プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル リ ー ダ ー シップの 実現 と いう観点か ら 見れ ば， 教

育長が レ イ マ ンの集 合体である （狭義 の ） 教育委員会に対する専門的補佐機構

の リ ー ダー と し て ど れ だけ行動するか， どれだけ専 門 家 と し て のイ ニ シア

テ ィ ブを発揮 するか， そして ， 教育委員会事務局が専門知で「武装」された
組織 ブレ ー ン と し て 教育長を ど机だけ支えるか， 要するに， 教育行政の専門
［l勺組織機構 と して どれ だけ能力構簗 (capac i ty-bu i ld ing) がなされ て い るか，

そ こ に， 教育委員会制 度 が そ の 使命を達成できるかがかかって いる と いえ
る．

( 2 ) リ ー ダー と し て の教育長

特に， 教育行政の分権化が推進され， 自 治体独 自 の教育行政が求 め ら れる

状況の中で， 専門的執行責任者であり， 事務局の長である教育長にはますま
す 大きな期待が寄せ ら れて おり， その リ ー ダ ー シップは地域の教育を左右す

る と いって も 過言ではない． 事実， 教育改革の推進役が教育長である こ と は，

いく つかの教育改革を先導 し ている 自 治体を見れば明 ら かである． そし て ，
わ れ わ れの由町付教育長の 全国調査では， リ ー ダ ー と し て の教育長の特性が

教育改革の推進に と って 重要な要因である こ と が明 ら かになっ て いる ( 1 , 2 
章参照 ） ．

改 革 の 推 進に取 り 組む教育長に共通 する特性は， 間題解決志向性や首長一

体志向性が麗い と 同 時に， 特に， 首長 と の関連で も 指摘したように， 地域の

教育関係者 と 頻繁に接触 ・ 交流を図り， また関係者 と 情報交換を繰 り 返 し つ
っ， 問題解決 に 対する協働意欲を喚起する リ ー ダ ー シップである． こ れ ら の
行動は， 首長 だけではなく， 事務局ス タ ッフ ， 学校現場（校長， 教師） ， ほ かの

自 治体 の 教育長， 教育委員会関係者， 研究者に も 及ぶ も の と なっている． そ
れだけではなく， 教育長の リ ー ダー シップの多元的性格に注 目 する こ と がき

わ め て 重要である． 教育長には， 今 日 ， その教育 ビ ジ ョ ン に より地域の教育
の向かうべき方向性を指し示すような学校現場に向 け ら れる教育的 リ ー ダー
シップのみな ら ず， 事務局の組織再編 や ス タ ッフ の モ チベー シ ョ ンを高 め る

組織運営に関わる リ ー ダー シップ， 首長 や 議員 と の 接触 ・ 交流， 交渉 と いう
政治的 リ ー ダ ー シップのいずれ も が求 め ら れる． と いうよ り は， 状況に応 じ

て ， それを 自 在に使い分ける こ と が求 め ら れ ている． 教育長の リ ク ル ー ト に

し て は， こ う し た観点か ら 人材を発掘し研修機会を整備 する必要がある．

と はいえ， 教育長の リ ー ダ ー と し て の行動を支える制度的土台が構築され

て いるか， と いう問題がある． プ ロ フ ェ ッシ ョ ナ ル リ ー ダー シップを支える

際
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：七 台が整備 さ れ て きた と は いえな い ． ：i：：台 の 一 つ が教育長の リ ー ダ ー と して

の 職務遂行を支える資格要件 て ある． 教育長1戦を教育行政痺門職 と し て確立
するた め の 制度的整備 （ 資格要件 の 明確化） は 立 ち 遅れている と いわ ざるをえ
なl,, ) 8). 

( 3 ) 専 門 的補佐機構 と し て の 事務 局
また， 教育長の プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル リ ー ダ ー シップを支える も う 一 つ の 土

台 と し て， 教育委 員 会事務局 の存在を無視するこ と はできな い ． 教育長 の

リ ー ダー シ ップ は ， 教育長個人 の 特性に左右 さ れる部分が大きい の は確かで
あるが， と 同 時に， 事務局 の 力箪に大きく規定 さ れる こ と も 事実 で あ る． 教

育行政 に お ける プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル リ ー ダ ー シ ッ プ と は ， ある意味で， 事務

局が補佐機柚 と し て ， どれだけ教育長を支 え ているかの 問題である と も いえ

る． 特に， 今 日 ， 事務局 は ， 教育長が地域の 教育問題を主休的に解決する リ ー

ダ ーシップを発揮する上で， そ れを側面か ら 支えるために， ①地域の 教育課

題を解決するための 政策の 企画 ・ 立案能力の向上 と ， ②学校に対する専門的

支援能力の構築を切実に求め ら れている．

し かしなが ら ， 事務局の政策上 の 企画 ・ 立 案機能 は 最近にな っ て よ うやく
注 目 さ れ始めたばか り で あ り ， い く つ かの 自 治体 に おいて， 政策企画課な ど

の 部署を設置する組織再編が行わ れている にす ぎない． も う一方の学校に対
する専門的支援能力 は ， い わゆる教育指導行政の体制がどう構築 さ れて い る

かにかか っ て い る． 教育委員会事務局 の 教育指 導 行政 の ため の 機構 の 整備

は ， 積 年 の 課趙 と さ れなが ら も 全般的に進展してお ら ず， その 整備度に関 し
て， 専門的教育職員 で ある指導主事の配置率 に表れて いる よ うに， 大きな地
域格差があるこ と は ， これまた周 知 の事実で あ り ， わ れわ れ の 調査結果 に も

明 ら かで あ る （ 資料編 ： 教育委員会事務局 の プ ロ フ ィ ー ル参照） ．
事務局の組織能力 と いう場合， 政策の 企画 ・立案 と 学校支援 の 双方に関 わ

る それが重要 と な っ て お り ， その 観点か ら ， 教育委員会は 自 己 点検 ・ 評価を

行うべき で あ ろう． つ ま り ， これか ら の事務局に は ， 学校改善のため の専門

刊勺指導・助言を担 う 人材（指導行政ス タ ッ フ ） の 星的 ・質的充実の みな ら ず，

地域教育の ニ ー ズ ア セ ス メ ン ト や 教育政策課題 の 設定 ・教育政策の 企画立案
に 関 わ る政策ス タ ッフ が不可欠であ り ， そ の 計画的養成に も 配慮 し て い かな

ければな ら ないであ ろ う． 事務局 の ス タ ッ フ に つ い て は ， 法改正 に よ り ， 市

町村教育委員会事務局で は 任意設闘 と さ れてきた指導主事職につ いて， それ

を設 置する努力義務が規定 さ れた （地方教育行政法 第 19 条）こ と は ， 指 導 行
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政体制の整備 を前進 さ せ るものである． た だし， われわれの調査知見に よ れ
ば， 指導主事 を 一人配置した だけでは， 少な く と も 教育改革の推進にとって
大きな意味はない． これは肝に銘ずべきことであろう (2, 3章参照）．

するに， 教育行政におけるプ ロ フェ ッ シ ョ ナルリ ー ダ ー シ ッ プの原理 を
制度連用の中で現実の も のにするには， 教育長の人選と研修にお いて， それ
を教育行政専門職として確立する方向性 を確保するとと も に， それ を 支える
事務局の組織能力 (organizat ional capacity) を 弥化してい く ことが決定的に

になって く る． 2, 3章の調査知見から明らかな よ うに， 事務局が組織機
構として整備されているところでは， 教育改革への取り組みが格段に進んで
いるのである．

(4) プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル リ ー ダー シ ッ プの総義 と 限 界
ところで， ここで注意するべきは， 制度の原理はプ ロ フェ ッ シ ョ ナルリ ー

ダー シ ッ プであって， プロフェ ッ シ ョ ナル コ ントロー ル（専門家支配）ではな
いということである． それは， 前述の よ うに， 一方の制度原理と し て， レ イ

マン コ ント ロ ー ルがあるた めである． つ まり， 教育委員会制度の雌本原理と
しては， 教育行政 を コ ントロー ルするのはレイマン＝住民代表であって， プ
ロフェ ッ シ ョ ナル＝教育（行政）専門家ではない． ジ ョ ン ・ デ ュ ー イ はかつて，

に おけるプロフェ ッ シ ョ ナルの位掴付けについて， つ ぎのような比
喩 を用いた ことがある． 「熟逹した 靴職人がいかにし た ら靴の不良な個所 を
直しうるかにつ いての最良の判定者であるにしても， 靴 を 囮 いている人こ
そ， その靴が窮屈かどうかということ を ， また どこが窮屈なのかと し )う こ と
を も っとも よ く 知っている」9). 「熟達した 靴職人」がプロフェ ッ シ ョ ナルであ
るとすオし ば，「靴 を 履いている人」 は民主主義の主人公である国民＝レイマン
にほかならない． 履きた い 「靴」 （望ましい政策） を所望するのは， 靴の注文
者＝レ イ マンであり， その注文に応じて「靴」 を 製作する（政策 を 具体的に立
案・実施する）のは， 靴職人＝プロフェ ッ シ ョ ナルであるが， その靴が自分の
足に合うか どうか（要望した政策が住民のニー ズ を 満 た すか どうか） を決 め る
のはレイ マンである． 原理的にい え ば， 教育委員会制度の運用にお いて， あ
るべき公教育の形， あるいは望ましい教育サ ー ビ ス を 要求するのは住民ない

し住民代表としての教育委員であり， それ を 具体的な形として現実のものに
するのは教育長以下の専門家である． レ イ マン コ ントロー ルとプロフェ ッ
シ ョ ナル リ ー ダ ー シ ッ プの調和とはこのこと を 意味する． この調和の実現に
は コ ンフ リ ク トも伴うが， 教育長にしろ， 事務局にしろ， その専門家（集団）

重要

民土上召
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学校の責任であ り ， そ こ に 内 在する組緑マ ネ ジ メ ン ト に 対 し ては， 校長が現

場管理職と し て， その中心を担 う が， そのための条件整備 に組織と し て取 り

組 む こ とが菅理機関と し ての教育委員会の責任 に ほ かな ら な い ． このよ う に
考える時， 管理機関と しての教育委員会とい う 原理 に は，
とのパー ト ナ ー シップと い う コ ン セ プ ト が含 ま れて い るといえる．

会と学校は学校改善のためのパー トナ ー シ� ップを構築 し なければ な ら な い こ
とが予定さ九て い るといえる． それは， 教育委員会と学校 に 対 し て， 学校改

善のパー ト ナ ーと して行動する こ とを求めてお り ， 教育長と校長が地域単位
の組織マ ネ ジ メ ン ト ・ チ ー ム の一員と し ての自寛を持 ち ， 連携・協働 し て学

校改善 に 取 り 組砂 こ とを求めて い る こ とを意味する．

( 2 ) 互 恵 的 ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ の 1月係 に あ る 教 育 委 員 会 と 学校
こ れを い い かえれば， 教育行政 における管理機閃と し ての地位を教育委員

会 に 与えた地方教育行政法 に お い て， 教育委員会と学校の間 に は， 互恵的 ア
カ ウ ン タ ビ リ テ ィ (reciprocal accountab i l ity) が求め ら れているのである j j ).

ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ とい えば， も っ ぱ ら 学校の説明責任， すなわ ち ， 学校が

支出された公費 に 見合 う だけの教育成果を生み出す こ とに 対する責任と し て

理解されて いる． し か し ， 教育委員会 も ま た同時 に ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ を引
き受けな ければな ら な い当事者であると い う こ とである． ど う い う こ とかと

い えば， 管 理機関と し てのア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ を果たす こ とが 教育委員会

に 課せ ら れた ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ であ り ， それは端的 に いえば， 学校現場の

教育改善 に 貢献する働きが どれだけできたかとい う 間題である． 他方で， 学

校 に 課せ ら れた ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ とは， 教育機関すな わ ち 教育サー ビ スの
実施部門と し てのア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ を果たす こ とであ り ， それは教育改善

に 取 り 組み， 教育サ ー ビスの向上 （子 ど も の学力保障 に 表れる） をどれだけな

し えたかとい う こ とで評価される． つ ま り ， 学校現場の教育改善 に どれだけ
貢献 し たかが， 教育委員会のア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ の尺度であ り ， 地域の子ど

も に 対 し て提供する教育サー ビ スの向上 な い し 子ど も の学力保障を どれだけ
成 し 遂げたかが， 学校のア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ の尺度となるのである． し ば し

ば 引 き合 い に 出されるア メ リ カ 教育使節団報告書の一節「教師であれ， 教育

行政官であれ， 教育者の職椛 （職務） に 関するひとつの教訓が こ こ に 存する．

教師の最善の能力は， 自由の雰囲気の中 においてのみ十分に 発揮される も の

である． こ の雰囲気を備えてやるのが教育行政官の職務であ り ， 決 し て こ の
逆ではな い ． 」は， こ のよ う な互恵的 ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ の考え方を端的 に 表

教育委員会と学校

教育委員



1 84 終一章 教育委 旦会制度 の 内牛 の た め に

現し た も のと解釈 す る こ と も で き る 1 2 )
.

しかし な が ら ， 教育行政に おける管理機l:liりとしての教育委員会と いう11叫度
厭）：里をめ ぐ っ ては， 学校に対する教育委員会の包1舌的支配を正 当 化する
造物管理 ＝ 特別楕力 1関係論」 が支配 し た た め， 教育委員会と学校との間に互
恵 的 ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ 0) 関係は認められることはなか っ た ． 逆に， 学校に

対する包括l:！勺支配を主張 する教育委員会への抵抗理論 と して 「教I
i
iiliの教育権

限の独立」 況と い う ， 学校に対する管理機閃の「立入禁止」 を正 当化する理
ま 九， 両者の間 に統制 ・ 反発 ・ 統制怖化の悪術環が形成されることに

な っ た い ）． 会と学校が教育行政における管理機関と教育機関として
相罰的 な パ ートナー と しての責任を果た す 関係は梨かれてこなか っ た と い っ
て よ い ．

( 3 ) 教育委員会の 「 役 割lの再定義」 と そ の前提条件
しか し ， 周知の よ う に， 地方分権と規制緩和の推進の動向の中で， 特に中

教審答 申 『今後の地方教育行政の在り方について』 以降， 教育委員会 と 学校
との閃係に対す る見直しが類在化 し ， 教育委員会に対する新 た な期待が提起
されてい る． それは， 学校改善0) 戦略としての 自律的学校経営とい う 世界的
潮流の影讐を受けて， 学校の自主性・自律性の確立が政策課題とされた こと
と 関連 し て いる． す なわち， 今 日 ， 学校には自主性・ 白律性の確立が求めら
れており， 学校が自校の教育改善に自主的・主体的， かつ持続的に取り組む
ことが求められており， このことは， 教育委員会に対 し ， 学校への権限移譲
を求めると同 時 に ， 学校改善のパ ー ト ナーとしての行動を改めて 求めて いる
もの と い う ことができる．

このた めに は， 教育委員会が 自らの役割を， これ ま での「監督」 機構から
「支援」 機構へ と 転換させる 「 役割の再定義」 に大胆に取り糾 ま なければなら
な い ． それは， 端的に， 少な く とも， つぎのものを含砂ことが不可欠である．
すなわち， ①学校の自由裁量の拡大， ②教育 ビ ジ ョ ンやガイ ド ラ イ ンの設定，
③学校の組織能力の充実・強化であ る． 具体的にいえ ば， 教育課程の編成，
人事， 予算な どにおける学校裁鼠を認めることにより， 地域内の各学校の 自
発I『りな特色ある学校づ く りを促進しつつ， 他方で， 地域教育の方向性を指し
示す ビ ジ ョ ンやガイ ド ラ イ ンを設定すると同時に， それを達成するための，
人事や財務や指導行政に関わる条件整備に取り組み， 学校の組織能力を強化
することである．

教育委員会自らがこ う し た 「役 割の再定義」 ー特に， 学校の組織能力の

「常

，：合が生

教•付娑兵
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・ 強化ー に 大胆 に 取り組まなければ， 自 律的学校経営の時代 に ふさわ し

し ) ；菅理責任， つま り ， 白 を軌道 に 棄 せ， を推進 す ると
い う管理貴任を遂行する こ とはできな いであろう．

こう し た「役割の再定義」 に 関わ る発想の転換のた め に ， 教育委員会は，
自らの営みを新たな コ ン セ プ ト に 基づ いて理論武装 し なければならな い ． 少

な く とも， つ ぎのような発想の転換は相互 に 1関連 し ているが， 必須の課閣で

あると いうべきであろう日 ）．

ま ず， ①学校観の見直 し ， すなわ ち ， 「学校を変える」マ ネ ジ メ ン ト から

「学校が変わ る」 マ ネ ジ メ ン ト ヘの転換．

学校は教育委員会 に よって「変えられる」 存在であ り ， 決 し て白ら「変わ
る」存在とはみなされてこなかった． 教育委員会は， 何とか し て学校を「変

えよう」と試み， そ九は一定の成果を上 げてきた． し か し ， 学校が 自 ら「変

わろう」と し な い 限り， つま り ， 「内発的な」 改革・改善でなければ，
それは長続き し な い ことが明らか に なって いる．「学校 を 変え」ようとす る メ

ネ ジ メ ン ト ではなく，「学校が（ 自 ら） 変 わる」 制度的・組織l
J
I勺条件を醸成する

マ ネ ジ メ ン ト ヘの発想の転換が不可欠である．
つ ぎ に ， ②教飢i観の見直 し， すなわ ち ， 「間題の ソ ー ス (source) 」 と し ての

教 師観から「間題解決の リ ソ ー ス (resource) 」 と し ての教師観への転換 ．

こ れまで， 教師は， 教育間題を生み 出 す「元凶」であ り ， 教育問題とは教
師の専門家と しての質の低下がもたらす 災禍とみなされてきた． し か し ， 教
育間題が， 結局は， 子 ども に ど んな学習が保障され， どれだけ学力 が形成さ

れるかのI問題であるとするならば， 教師がその教育実践を改善する こ とな し
に ， 教育間題の解決はあ り えな い こ と に なる． とするならば， 教師は 「間題

の ソ ース 」 ではな く ， 「間題解決の リ ソ ー ス」とみなされるべき存在である．

し たがって， 教師の専門家と し ての質 廿勺 向 上のた めの取 り 組みが， 教育委員

会 に とって， 重点課題とならなければならな い ． 教 師が専門家と し て学 び成
長するた め のあらゆ る方策 に 取 り 組まなければならない． それは， 専門的職

能開発と し ての研修， 職場環境や 勤務条件の専門職化な ど， さま ざまな観点

から， 改善されなければならな い ．

そ し て， ③研修観の見直 し ， すなわ ち ， 「専門技術の伝達講習の場」 と して
の研修観から「専門 家と し ての学びと成長の場」と し ての研修観への転換．

教師の専門家と し ての学びと成長を保障するものと し て， 研修 への取 り 組

みが重点的 に 行わ れてきたことは疑 い な い ． 初任者研修， 経験者研修， リ ー

ダ ー 研修な ど， さま ざまな形態の研修が制度化されてきた． し か し ， それは

充実

平：勺学仮紐寇
―

学枚改翌

吐戸；ドロ司，
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果 た して， 教Ililiの専門家としての学び を 保 障し， 教師が自 ら の教育実践 を 回
上させるだけの職能成長 を 促す1訓修であった のか． こ れまて研修はさま ざま
な形 で実践家に必要な新 たな知識と技術 を 習得する場 を提供してきた こ とは

るが， それが教室での教育実践の内実 を 変える も のであった のか．
その も の を見直し， 新 た に構成し直す契機となってきた のか． こ れには

疑椙］がある． ｛訓修が教間iが相互に教育実 践 を 観察しilt評し合い， そして専門
家として学び合う も のであったかといえば， そうではなかった ． 子 ど も の学
カの詞」こにつながる も のではなかった ． 今後， 従来の研修観 を見直し， 教師

として学び， 教室における実践 を改善する力 鼠 を 身に付ける研修の
嶋 を保間する仕組み を 整える必要がある． そのた めには， 少なくと も ， 授業

の公凰 授業の観察・批評 を核とした 校内1叶修 を中心とする研修1本系の再編
成が求められるであろう．

今後， 教育委員会の中心的役割となるであろう， 学校の教育力の向上 をめ
ざす教育指導行政は， こ うした 学校観， 教師観， 1サ「修観の見直しに基づいて，
旧］編成されなければな ら ないであろう ］ 5). それは， 教育委員会が自治体教育
行政における管理機関としての責任 を 適切に果た すために必要不可欠の課題
と し )えよう．

6 結語 一 教育委 員会制 度 を 相対化 す る 視点 ー

教育委員会制度の改廃論議の展開される中， 廃止論や事務移管論よりは改
公共政策として も 関係 当 事者の意識として も 優勢である こ とは， 教

育行政の組織機構として教育委員会制度の潜在的な可能性 に対する期待の表
れと思わ九る． つまり， 教育委員会制度の形骸化 と いわれる現象は， 制度自
体の欠点や 弱点というより も ， 制度が機能する諸条件が整えられて こ なかっ
た た めに起 こ った間題であり， そうであるとすれば， 廃止論や権限縮小論 を

る前に， 教育委員会制度の潜在的可椛性 を 試す機会が必疫ではない
か， それだけの価値が教育委員会訓度にはある． 存続論ないし改善論には こ
のような思いがあるように思われる． 硯に， 教育委員会の現場との接触で も ，
教育委員会当 事者の， その使命に対する意欲という も の を 感じる こ とができ
る． われわれの調査矢I]見で も ， 教育委員会制度が地域の間題解決機構として
機陀しうる条件がい く つか析出された ． そして， そうした条件 を 整備するに
は祈 た なリ ソ ー スの投入が前提となる も のの， 見逃してな ら ない点は， 確保
する こ とがきわめて困難な条件ではないという こ とである． 教育委員会制度

の改善のた めに必要とされる条件·が自治体レベルで も ある程度制御可椛な条

事実であ

善論が，

讃諭す
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件で あ れば， 制度 の再生 ・ 弥化の可院性が小 さ くな い と い う こ と で ある． 教
育委員会詞度の 基本原理 に 立 ち 返 り なが ら ， その原理の求めて いるものが何

なの かを明らか に することを通し て 改善の取 り 組みを検討す る こ と は， 一 つ

の あ り 得る方法である． 終章では， その よ う な観点から， その ための 手がか
り を提供すべ く ， 試論を展 開 し た ．

とはい え， 改善諭が教育委員会制度 の再生にとっ て 唯 一 の選択肢であるの

ではな い ． 事務移管 に よ り ， 教育委員会がその 職責を学校教育に 特化するこ
と に よ り 大きな成果 を 手 に する可椛性もな い わ けではな い ］ （）し ま た ， 廃 止．諭

が無意味と い う こ と も な い ． 廃止論 の 中 で も ， 狭義 の教育委員会を教育審議

会とし て 再編し， 教育長を教育委員会 （狭義） に 代 わ る執行機関 と する選択肢
は有望なものかもしれな い． ま た ， 教育委員会制度を全廃 し ， 首長部局 の 一

部 に 教育担当 部局を組み入れる と い う ， い わゆる教育行政の首長部局への一

元化も選択肢 の 一 つであること に 変 わ り はなく， 検討されるべき地方教育行

政制度再編論である．

今進められ て いる制度改善論が依然として成果を上 げえな い 時 は ， 必置規

制が解除されるこ と は十分 に 予想 さ れる こ と である． 教育委員会の必懺規制
が解除された 場合， 自治体は自 ら の 意思で教育行政の た めの組織機構を選択

することを迫 ら れる． その時， どの選択肢が 「教育の 地方自治機構」として
有効なのか． 適切な選択肢を選ぶた め に も， 教育委員会制度の運用 に 現場と
して の創意工夫を主体的 に 試みて おく必要がある． それ は ， ま さ し く ， 制度
の 改善を自ら実践 すること に ほかならない ． 自治体 レ ベルでの意欲的な実践

が期待 さ れる．

教育委員会制度の再編論 に お い て 忘れて な ら な いことは， 組織機構はあ く
ま でも手段で あ り ， 目 的ではな いと い う こ とで ある． それ自体優れた機構で
ある と い う こ と はあ り えな い． 何らか の価値 に ！！召ら し て は じ め て ， 適切 （ 妥

当）かど う かを判 断 することができるのである．
一定の価値の実現 に とって

ふさ わ しい 機構かど う かが評価される．

本源的な問 いは， 自治体 に お ける公教育 を 組織化 す る 役割を担 う 機構の構
築 に お い て どの よ う な 価値を優先するのか， どの よ う な価値を実現する機構

が望 ま し いかと い う こ とで あ る． そし て ， 組織機構を選択する場合の基準と

なる価値 は 一 つ ではな い． 例えば， 有効性 と 効率性， ある いは民主性 は代表
的な価値であ り ， どの価値を優先 するか に よ り ， 選択肢は異な っ て くるので

ある 1 7 )． 教育委員会制度をさ ま ざ ま な価値 に 照らし て ， その適切性 （妥当性）

を検証する必 要がある． そのこと に 真 摯 に 取 り 組めば取 り 組む ほど， 自ずと



] 8 8  終 章 教育委 員 会制）立の1-iVI-：ムの た め （こ

教育委員 会叫度 の 改廃 に つ い て の 的確 な 判断， 次代 の 地方教育行政制度 に つ

い て の 的確 な 判 断 が下 さ れ る こ と であ ろ う ．

【注］

l ) 教育委旦会制度 （ 改吊：） 論に つ い て は ， 主 疫 な も の と し て ， つ ぎの も のが あ る ． 小 川 l1-：.

人紅ii} 「地 力分権改，11li と ＇学校 ・ 教育委員会』 東洋館出版社 ( 1 998) : i)且 尾 勝 ・ 小） 1 | ll：人編
l分楕改吊 と 教育行政l ぎ ょ う せ い (2000) ： 堀 内 孜編 l地 力 分権 と 教育委員 会』 全 3
巻 ， ぎ ょ う せ い (2 00 ] ) ： 苅 谷 剛 彦 編 ［創 造 的 コ ミ ュ ニ テ ィ の デ ザ イ ン 』 有 斐 閲
( 2003) ： 小） 1 1 :iE人 ［田 町村の教育改革が学校 を 変 え る 』 店波，l｝店 (2006) .

2) M .  K i rst, M a yoral  l nf l uence, New Regimes, and Publ i c  School Governa nce, i n  W 
し Boyd and P. f\1 i retzky eels . , Amer ican Eclucat ina l  Governance, U n i .  of Chi cago 
Prerss, 2003 ; .l . R.  Henig and W .  C. R i ch eels . ,  M ayors in the M i clcl le ,  Pri nceton U 
P. 2004 ; K. K. Wong ct a l . ,  The Educa t ion Mayor ,  Gerget0\\111 U. P. 2007.  

3 ) 例 え ば， 式藤義男 他 I ゃ 』し ば で き る ＇学校；化命』 日 本評扉社 0 998) ： 犬 山 lli教育委員会
編 『 大 山 発 2 1 ILi：紀 1＿1 本の教育改革』 黎叫占房 (2003) ： 点都li-i教育委員会地域教育叩＂］

J] 市室編 『京都発地域教育のすすめ』 ミ ネ ル ウ ァ 古 尻 (2005) ： 渡部11召 切 他編 I市民 と
剖 る 教育改，，1',: --検訃志木市の教育改革』 日 本標準 (2006) な ど を 参恨1 .

し 況つ ゆ る 「教育首長」 の特性 を 明 ら かに す る こ と は ， こ れか ら 辿携 ・ 協側 を 村り築 し
よ う と す る 自 治体に 対 し て 示 唆 を 与 え る で あ ろ う ． 彼 ら の意識 ・ 態疫 ・ 行動 に は ， そ

のための ヒ ン ト が1隠 さ れ て い る ． 彼 ら に 共通 す る の は 何 か ． そ れ は ， 今後の重 要 な 研·
究課閣 で あ る が， ひ と ま ず端的に い え ば， わ が町

・

（ 自 治体） の教育に 対 す る 責任への鋭
し l I―l 揺 と し' ) え る で あ ろ う ．

4 ) な ぜ， レ イ マ ン コ ン ト ロ ー ル で あ るのかに つ い て い え ば， そ れ は ， 学校教育が， 祝の教

育義務 ・ 責任の共 詞 化 ・ 社会化 で あ り ， 教育の専門機1見l で あ る 学校に 子 ど も を 預 け て
は い る が， そ れ は す べ て を 委 ね て い る わ け で は な く ， 「信託」 し て い る の で あ っ て ， 教
育に 1梵lわ る 利益が守 ら れ て い る か を モ ニ タ ー す る 必要 が あ る こ と ， ま た ， 学校教育 は
公費で設閥 ・ 維持 ・ 管 理 さ れ て い る 機閃 ( tax -supported i nst itut ion ) で あ る 以い 地
域住民 は 「納税者 と し て 」 ， そ れ を モ ニ タ ー す る 権利 が あ る こ と に 根拠 を も つ ．

5) レ イ マ ン コ ン ト ロ ー ル を 担保 す る の は ， 住民代表 （教育委 員 ） に よ る 合 議に 址 づ く 審 議
と 決定 だ け で は な い ． そ れ と 同 じ く ら い ， 直接I9化） ・ 間接的住民参）J11の制 疫 が重 要 な 意

味 を 持つ こ と は し ) う ま で も な い が， そ 机に つ い て は ， こ こ で は 論及 し な い ．

6 )  c i v i c  capacity の概念に つ い て は ， C. N .  Stone eel . ,  Changing U rban Educat i o n ,  U 
P. of Kansas, 1 998 : C. N .  S tone, et. el l . ,  Bui l d i ng Ci vic  Ca paci ty, U. P. of Kci nsas, 

200 1 : 小松茂久 『 ア メ リ カ 者1りli教育政治 の研究』 人 文 書院 (2006) な ど を 参照 ．

7 ) な ぜ， プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル リ ー ダ ー シ ッ プが重 疫 な 制疫原哩 と な っ たのか ． 教育長や
指羽主事な どの事務局の専門 ス タ ッ フの ポ ス ト は 教育委員会制度発祥の地 で あ る ア メ
リ カ での11や史 を 見 札 ばわ か る よ う に ， 成立：の 当 初 か ら あ っ た わ け で は な い ． 教員 人 事

や 教育施設の整備 は 議 員の役割分担の一 踪 と し て 行 わ れ て い た こ と か ら わ か る よ う
に ， 教育委員会制炭 は 文 字通 り ， 叩の恨民 主 主 義の 具 体化 と し て の レ イ マ ン コ ン ト
ロ ー ル の i:I斎Il み その も の と し て 発足 し た 0) で あ る ． し か し ， 学校教育の州 的 ・ 質 的拡大
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